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【開設日時】 ５月 14 日（木） ９：00～15：00 

【開設場所】 栗野地域：いきいきセンター １階 研修室３ 

       吉松地域：吉松中央公民館  １階 和室 

【相 談 員】 栗野地域：田中修一氏   吉松地域：山下信也氏 

       ※行政相談員は、総務大臣が法律に基づいて民間有識者に委嘱しています。 

相談は無料で秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

【相談内容】 国の役所などの仕事に関する相談、要望、問合せ等 

【問合せ先】 栗野庁舎 総務課 ☎74-3111（内線 2218） 

 

【日  時】 ５月 19 日（火） 13：30～16：30 

【場  所】 よしまつふれあいの家 

【相談申込】  ① 事前予約制とします。希望される方は、５月 14 日（木）の 15：00 

までに社会福祉協議会へご連絡ください。予約が多い場合は相談をお 

断りする場合もありますので、予めご了承ください。 

       ② 相談が 30 分を経過した場合は、終了となります。 

【相 談 料】 無料   【相 談 者】 県弁護士会所属弁護士 

【申込・問合せ先】 湧水町社会福祉協議会 ☎75-2200 

 

○定期募集住宅（応募者が複数の場合は、湧水町住宅管理条例に基づき決定します。） 

■栗野地域 ５戸 ■吉松地域 ３戸     RC：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 W:木造 

住 宅 名 所 在 地 
建築 

年度 
構造 

部屋 

番号 
家賃 種別 

世帯・ 

単身 

京田住宅 

２号棟 
北方 850 番地 S53 RC 223 号 

11,600 円～

32,900 円 
公営 世帯 

丸池タウン 

城棟 
木場 89 番地 1 H3 RC 

102 号 

103 号 

18,600 円～ 

44,300 円 
公営 世帯 

第２上場団地 木場 4428 番地 1 H23 RC 202 号 
23,500 円～ 

62,200 円 
公営 世帯 

宮ノ脇住宅 米永 488 番地 1 S60 RC 102 号 26,000 円 町営 
単身・ 

世帯 

第２原口団地 鶴丸 1206 番地 1 H4 W 2 号 
12,900 円～ 

28,400 円 
公営 世帯 

御手洗ハイツ 

Ａ棟 
川西 957 番地 H10 W 201 号 25,000 円 

町営 

単身 
女性単身 

御手洗ハイツ 

Ｂ棟 
川西 957 番地 H11 W 202 号 25,000 円 

町営

単身 
男性単身 

【敷  金】 家賃の３ヶ月分 

【入居条件】 次の条件を満たしており、住宅管理規則を遵守できること。 

       ① 現に住宅に困窮していること。 ② 町税・県税等を完納していること。 

③ 入居者の年間所得合計が、入居基準内にあること。 

④ 自治会に加入すること。 

       ※各住宅の詳細・入居条件等につきましては住宅係へお問い合わせください。 

【申込締切】 ４月 30 日（木）  

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 総務課 住宅係 ☎74-3111 

行政相談所の開設                      （総務課） 

無料法律相談の開設                     （総務課） 

公営住宅等の入居者募集                   （総務課） 
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川内川で釣りをする際は、遊漁鑑札が必要です。必ず遊漁鑑札を購入のうえ携帯し、遊漁

監視員の要求があった場合は提示してください。 
 
【遊 漁 料】 ※中学生以下の場合は無料です。 

魚 種 漁具・漁法 級 遊漁料（１年） 遊漁料（１日） 

こ   い 

ふ   な 

う な ぎ 

おいかわ 

や ま め 

やまめ（竿釣りから） 

網漁、かご漁(うなぎ用を含む) 

はえなわ漁 

(あゆ漁はできません) 

３級 3,000 円  1,000 円 

あ  ゆ 
あゆ漁（その他を含む） 

（せめ川を除く） 
２級 5,000 円 2,000 円 

全 魚 種 せめ川（全ての従事者） １級 10,000 円 ― 
 
【漁具・漁法の制限】 

漁具・漁法 規  模 

網  類 網の全長 20ｍ以下 

こいかご 一人３個以内 

はえなわ漁 
一つの仕掛けに針 20 本まで（５つの仕掛けまで） 

日中は禁止のため取り外す 

バクダン釣り 一人５本まで(無人釣りは禁止) 
 
【禁止期間】 ・鶴田ダム湖において９月 15 日から 12 月 15 日までの期間は、あゆの産卵 

時期のため、あゆ漁は禁止です。 

・資源保護のため、10 月１日から２月末までの期間は、うなぎ漁は禁止 

です。 

【禁止区域】 すべての魚種において、吉松橋上流端から上流 150ｍ、下流端から 

下流 500ｍ以内の区域。及び、阿波井堰堤端から上流 180ｍ、 

下流 90ｍ以内の区域。 

【鑑札販売所】 栗野地域：吉永義和（本村）、廣田春美（広田）、上窪広人（植村）、 

今西紘視（幸田頭）、川井田親則（諏訪）、栫重明（長谷） 

ＲＩＣかこい、湧水町役場産業振興課 

吉松地域：タマヤ薬品、境田ストアー 

【問合せ先】 川内川上流漁業協同組合（事務所：田渕 由美） ☎0995-22-4777 

栗野庁舎 産業振興課 ☎74-3111（内線 2241） 

 

【概  要】  町内の侵入竹及び放置竹林を解消し、竹材整備を町内に広く推進するため、 

伐竹材を簡易処理できる竹材粉砕機の無償貸出しを行っています。 

【対    象】 湧水町内に竹林を所有する町民 

【貸出期間】 ３日間（祝日・休日を除く） 

【機  械】 自走式・処理能力 2.2 ㎥・可能処理径Φ120mm・軽トラ積載可能・アルミ 

ブリッジ同時貸出し・ガソリン燃料（満タンで返却） 

【問合せ先】 栗野庁舎 産業振興課 ☎74-3111（内線 2250） 

遊漁鑑札の販売                     （産業振興課） 

竹材粉砕機（チッパー）貸出し                 （産業振興課） 
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【概  要】 森林法により、10 日前までに火入許可申請書を提出する必要があります。 

【対  象】 森林または土地で、伐採後の地拵え、害虫駆除等を目的に火入れをする場合 

【注意事項】 〇他人の土地や建物に延焼することがないよう、充分注意してください。 

〇日没２時間前までに終了するようにしてください。 

【林野火災警報】  
〇林野火災が発生する危険性が高いと判断された際に、注意を呼びかける警報です。 

〇火入れに関する条例が改正され、令和８年４月１日より、林野火災警報が発令された 

場合は、火入れを行ってはならず、また速やかに消火しなければなりません。 

 〇発令された場合は、防災無線及び LINE で周知されます。 

【提出・問合せ先】 栗野庁舎 産業振興課 ☎74-3111（内線 2250） 

 

栗野地域の令和８年産水稲作付について、町が窓口となって田植等の作業受託の取りまと

めを行いますので、作業委託を希望される方は、電話でお申し込みください。ただし、圃場

の条件等によっては、作業受託をお断りする場合がありますのでご了承ください。 
 
【申 込 期 限】 ４月 30 日（木） 

【作 業 賃 金】 耕起      （10ａ）   6,000 円 

          代かき     （10ａ）   9,300 円 

耕起２回＋代かき（10ａ）  21,200 円 

          田植え     （10ａ）   8,200 円 

※その他作業料金については、４月 15 日発行の旬報にて配布された 

令和８年度湧水町農作業標準作業料金一覧表を参照 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 産業振興課 ☎74-3111（内線 2240） 

 

＜農作業中の事故防止について＞ 
農作業中の死亡事故は全国で年間 240 件前後発生しています。普段慣れている作業でも危

険が伴うことを再認識し、農作業事故の防止と安全作業の徹底に努めるようお願いします。 

○農作業事故防止のポイント 

・適度に休息をとり、ゆとりをもって作業しましょう。  

・農業機械の点検は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。 

・シートベルト、ヘルメットの着用を徹底するとともに、早めにライトを点灯しま 

しょう。 

農作業事故に気を付けて、安全な作業を心がけてください 

 

＜農作業中の熱中症に注意！！＞ 
 猛暑日がつづく真夏だけでなく、暑さに慣れていない初夏における高温日に熱中症のリス

クがあります。農作業中は、熱中症の具体的な症状が分からず、気づかないうちに熱中症に

かかっている方が多くいます。小まめな水分と塩分の補給や休憩を取るようにしてください。 

○熱中症対策チェック  

・高温時の作業は避けましょう。   ・単独作業は避けましょう。 

・20 分おきに休憩＆水分補給をしましょう。 

作業の際は、帽子や日除け対策を行ったうえで、「自分は大丈夫。面倒くさい。」と思わ

ず、小まめな水分補給をお願いします。 

 

火入れ許可の申請及び林野火災警報             （産業振興課） 

令和８年産水稲作付受託                     （産業振興課） 

農作業中の事故防止及び熱中症対策                 （産業振興課） 
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湧水町堆肥センターでは、ロータリー撹拌機等で高温発酵処理を行い、雑草種子の少ない

良質な堆肥を生産販売しておりますので、ご利用ください。 
 
【販売内容】 牛糞 100％堆肥 

種   類 金   額 

バラ（ふるい処理なし） 軽トラック１台分  500 円 

バラ（ふるい処理あり） 軽トラック１台分 2,000 円 

※堆肥の必要な方は、事前に連絡のうえ、軽トラック又は袋等の準備をお願いします。 

※軽トラック等で堆肥を運搬する場合は、シート等で覆い道路に堆肥が落下しないようにし 

てください。 

※トラック（４ｔダンプ）での運搬もいたしますので、ご相談ください。 

（別途配達料が必要となります。） 

【問合せ先】 堆肥センター（湧水町川西 2961 番地） ☎090-3883-6560（寺田） 

 

【概  要】 森林法により、個人の所有する土地の木を１本切る場合でも、その土地が 

森林であれば、事前に市町村へ「伐採届」の届け出が義務付けられていま 

す。無断伐採や虚偽報告などの違反行為があった場合は、罰則が適用され 

る場合があります。 

【対 象 者】 個人、法人を問わず地域森林計画対象の森林を伐採する者 

【届出期間】 伐採を開始する日の 90 日から 30 日前までに提出してください。 

【提出・問合せ先】 栗野庁舎 産業振興課 ☎74-3111（内線 2250） 

 

土地改良施設（農道・農業用用排水施設）及び農業農村生活環境施設（農業集落道路・農

業集落排水等）において、施設等の機能が損なわれないよう老朽化対策及び長寿命化対策を

図るため、上記事業を実施します。希望される方は、吉松庁舎 建設課に申請書類を準備し

てありますので、次の事項をご確認のうえ、お申し込みください。 
 
【申込期間】 ４月 16 日（木）～５月 29 日（金） 

【支給内容】 原材料：生コン・水路等のコンクリート製品・シラス・砕石 等 

       重機借上：バックホウ・ブルドーザ・ダンプ 等 

【事業内容】 ① 農道の改良又は舗装 

         延長 20ｍ以上、幅員２ｍ以上（現況２ｍ未満の道路は拡幅整備用地承 

諾書を添付のこと。）受益面積 10ａ以上、受益関係者２戸以上 

       ② 橋梁の新設又は改良 

         前後の農道幅員２ｍ以上で道路利用者は、受益面積 10ａ以上、受益関 

係者２戸以上 

       ③ 農業用用排水施設（用水・排水路等） 

         延長 10ｍ以上、受益面積 10ａ以上、受益関係者２戸以上 

       ④ 農業農村生活環境整備（公益性があり利用者が限定できないもの） 

         農業集落道路、農業集落排水等 

【事業費限度額】 50 万円以内 

【受益者負担金】 事業費の 20％ 

【申込・問合せ先】 吉松庁舎 建設課 ☎75-2111（内線 3221・3222） 

湧水町堆肥センターの堆肥利用について            （産業振興課） 

森林の伐採届                       （産業振興課） 

小規模土地改良事業及び農業農村生活環境施設整備事業の申請   （建設課） 
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林業用作業路において、その機能が損なわれないように維持管理をするための原材料等の

支給を行います。希望される方は、吉松庁舎 建設課に申請書類を準備してありますので、

次の事項をご確認のうえ、お申し込みください。 
 
【申込期間】 ４月 16 日（木）～５月 29 日（金） 

【支給内容】 原材料：生コンクリート・砕石 等 

       重機借上：バックホウ・ブルドーザ・ダンプ 等 

【採択要件】 ① 幅員２ｍ以上で適正な管理が行われている路線  

       ② 受益面積５ｈａ以上 

       ③ 受益関係者２戸以上   

【事業費限度額】 50 万円以内 

【受益者負担金】 事業費の 20％ 

【申込・問合せ先】 吉松庁舎 建設課 ☎75-2111（内線 3222） 

 

里道（集落道）において、その機能が損なわれないよう老朽化対策及び長寿命化対策を図

るため、上記事業を実施します。希望される方は、吉松庁舎 建設課に申請書類を準備して

ありますので、次の事項をご確認のうえ、お申し込みください。 
 
【申込期間】 ４月 16 日（木）～５月 29 日（金） 

【支給内容】 原材料：生コン・水路等のコンクリート製品・シラス・砕石 等 

       重機借上：バックホウ・ブルドーザ・ダンプ 等 

【事業内容】 次に掲げる自治会内の里道（集落道）整備事業を行う場合に支給 

       ① 集落道の整備 里道幅員２ｍ以上、関係戸数２戸以上 

       ② 水路施設の整備 関係戸数２戸以上 

       ※原則、地域住民の作業の際に適用します。 

【事業費限度額】 50 万円以内 

【問合せ先】 吉松庁舎 建設課 ☎75-2111（内線 3226） 

 

自治会や森林生産組合等の団体が、町で管理する林道及び集落林道の法面等に植生してい

る木・竹等の伐採や側溝清掃等の維持管理作業を実施する場合に、作業にかかる経費に対し

て補助金を交付します。希望される団体は、交付申請書が建設課に準備してありますのでお

申し込みください。 
 
【申請期間】 ４月 16 日（木）～５月 29 日（金） 

【交付要件】 申請路線：町管理林道及び集落林道（栗野 23 路線、吉松 10 路線） 

       申請者：自治会又は森林生産組合等の団体 

       ※申請金額の合計が予算額に達した時点で締め切ります。 

       ※詳しくはお問い合わせください。 

【申込・問合せ先】 吉松庁舎 建設課 ☎75-2111（内線 3222） 

 

 

 

 

 

 

林業用作業路維持管理事業に伴う原材料支給申し込み         （建設課） 

里道（集落道）整備事業の申請                 （建設課） 

町管理林道維持管理作業事業に伴う補助金交付申請        （建設課） 

次回 旬報発行日 ５月１５日（金） 
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 鹿児島県北部児童相談所による巡回相談が、次により実施されますのでお知らせします。 
 
【日  時】 ６月５日（金） ９:00～17:00 

【場  所】 大口元気こころ館（伊佐市大口里 3054-1 ☎0995-23-2361）（予定） 

【相談内容】 巡回相談では 18 歳未満の児童を対象に次のご相談に応じます。 

① 養護相談 家庭環境上問題を有する児童及び里親・養子縁組に関する 

こと 

② 保健相談 未熟児・虚弱児・小児喘息・その他の疾患を有する児童に関 

すること 

③ 育成相談 性格行動・適性・しつけ・不登校等に関すること 

④ 障害相談 障害を持つ児童に関すること 

⑤ 非行相談 家出や乱暴などの問題行動等や警察から通告があった児童 

に関すること 

⑥ そ の 他 療育手帳の（再）判定に関すること等 

【申込方法】 巡回相談を受けるには、事前予約が必要となります。相談を希望される方 

は、５月８日（金）までに、栗野庁舎 長寿福祉課（☎74-3111 内線 2115） 

へお申し込みください。 

【問合せ先】 鹿児島県北部児童相談所 ☎0996-21-3150 

 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法により、現在、第十二回特別弔慰金の請求を受

け付けています。請求期限は令和 10 年３月 31 日までとなっています。期限を過ぎると、第

十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、手続きがお済みでない方は、お早めに

ご請求ください。すでに請求いただいているご遺族には、国から送付があり次第随時交付し

ております。 
 
【支給対象となる方】  
令和７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」、「戦傷病者戦没者 

遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者の妻や父母等）がいない場合で、ご 

遺族お一人に支給されます。 

【支 給 内 容】 国債名称 第十二回特別弔慰金国庫債券  

          額  面 27.5 万円（５年償還） 

【請求・問合せ先】 長寿福祉課 栗野庁舎 ☎74-3111（内線 2114） 

                吉松庁舎      （内線 3120） 

 

本町在住独身者の婚活に対する経済的負担及び結婚のきっかけ作りを支援するため、出会

いの機会と交流を提供することを目的として実施される催し（婚活イベント）への参加費の

一部を補助します。 
 
【補助対象者】 ① 申請時において本町に住所を有すること。 

② イベント参加時において未婚であること。など 

【補 助 金 額】 上限 3,000 円 

【交 付 申 請】 所定の申請様式に領収書を添えてお申し込みください。 

申請様式は商工観光 PR 課に準備してあります。 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR 課 ☎74-3111（内線 2285） 

 

児童巡回相談の実施                   （長寿福祉課） 

戦没者等のご遺族の皆様へのお知らせ            （長寿福祉課） 

湧水町婚活イベント参加費補助金                   （商工観光 PR 課） 
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結婚を希望する独身男女の出会いづくりを支援し、本町の少子化対策及び本町への定住促

進を図るため、鹿児島県が開設したかごしま出会いサポートセンターへの登録を行った方に

対し登録料を助成します。 
 
【対象者要件】 ① 本町に住所を有する方 

② 入会して３か月以内又は令和９年３月 31 日のいずれか早い日まで 

に申請をされた方 

③ 町税等を滞納していない方 

【助 成 額】 ① 助成金の額 5,000 円（登録料の２分の１） 

② 助成対象者１人につき１回限り  【登録は２年間有効です】 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR 課 ☎74-3111（内線 2285） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湧水町では、現に商工業を営まれている方や起業を予定されている方などを次のとおり支

援します。詳細は商工観光 PR 課へお問い合わせください。 
 
【募集期限】 ５月 11 日（月） 

       ※募集件数を超えた場合は、補助金額の調整等を行う場合があります。 

※申請書類は商工観光ＰＲ課に準備しております。 
 
【募集事業内容】 
 

＜湧水町商工業者支援事業＞ 
 ① 湧水町女性・若者・シニア起業支援事業  

女性、若者又はシニアの社会進出を支援するため、新たに町内で起業する者に対 

し、起業に必要な経費の一部を助成します。 

〇募集件数   ４件 

〇補助対象事業 起業のために行う事務所の新築または増改築等施設整備 

〇補助率等 

補助対象者 補助金の額（上限） 補助率 

女性 200 万円 

補助対象経費の２分の１以内 若者 200 万円 

シニア（40歳以上） 150 万円 
 
 
 
 

湧水町かごしま出会いサポートセンター登録助成金         （商工観光 PR 課） 

商工業者支援事業のお知らせ                      （商工観光 PR 課） 

≪かごしま出会いサポートセンター≫ 

・会員登録料 10,000 円（２年間有効） 

・会員の登録、会員登録管理システムによるマッチング（引き合わせ）の実施 

・会員からの結婚相談対応 

・会員限定の婚活イベント・交流イベントの開催 

・開所時間 月・火・水 10：00～18：00 

      土・日・祝 10：00～17：00 

      ※木・金・年末年始は休み 

・問合せ先 ☎099-208-1150 FAX：099-208-4150 

ホームページ 

はこちら 
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② 湧水町店舗等リフォーム支援事業  

販売力等強化のため、店舗・事務所を、町内の建築業者を利用してリフォームした 

場合に、工事費用の一部を助成する。 

〇募集件数   １件 

〇補助対象事業 ・建物本体の改築及び模様替え工事（間取り、床、天井、壁など） 

・建物本体工事に伴って実施する看板の模様替え工事、外構工事 

・建物本体の増築工事・消費税額を除く工事金額が 50 万円以上の 

工事 

（什器、備品の購入を除く。） 

〇補助率等   補助対象経費の 10％以内（上限：30 万円） 
 

③ 湧水町空店舗出店支援事業  

空店舗の解消のため、町内の空店舗に出店する新規創業者等に対し店舗改修等に必 

要な経費の一部を助成します。 

〇募集件数   １件 

〇対象となる空店舗 

町内で過去に事業を営んでいた店舗で現在は閉店している店舗 

※空き家、住居等を店舗に改装する場合は対象としない。 

〇補助対象事業 ・店舗改修費（什器、備品および設備機器の導入に要する経費を除く） 

・看板・サイン類の製作および設置に要する経費 

・出店する店舗の賃借料 

〇補助率等 

補助対象経費 補助率 補助上限額 補助要件 

店舗改修費、 

看板類関連費 
２分の１以内 

150 万円 

屋外広告物設置関連費については、10

万円を上限とする。 

店舗賃借料 
月額の２分の 1

以内 

賃借に係る敷金及び礼金を除く。月額補

助５万円を上限とし、交付決定を受けた

同一年度限りとする。 
 

＜湧水町事業承継支援事業＞ 
事業承継のために行う専門家派遣や、事務所等の増改築施設整備にかかる経費を助成 

する。 

〇募集件数   １件 

〇補助対象事業 補助対象者が事業承継のために行う専門家派遣、事業所の増改築等施 

設整備（什器、備品の購入を除く。） 

〇補助率・補助金上限額 

補助対象者 補助金の額（上限） 補助率 

専門家派遣 30 万円 

補助対象経費の２分の１以内 増改築等施設整備 

及び設備の更新 
150 万円 

 
＜湧水町移動販売車導入支援事業＞ 

   移動販売又はキッチンカー営業を行うものに対し、車両購入費及び車両整備費の一部 

を助成します。 

〇募集件数   １件 

〇補助対象事業 車両購入費及び車両整備費 

〇補助率等   補助対象経費の２分の１以内（上限 100 万円） 
 
【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR 課 ☎74-3111（内線 2281） 
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移住や定住による人口増加及び地域経済の活性化を図るため、様々な支援制度をご用意し

ていますので、お知らせいたします。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 
 
＜湧水町定住奨励品支給事業＞ 
転入から定住を奨励することを目的として、転入世帯（世帯主に限る）に対して湧水町産

のお米５kg を支給します。なお、以下に該当する場合は対象外となりますのでご留意くだ

さい。 

【対象外】 ① 社会福祉施設へ入所することを目的として転入した世帯 

    ② 矯正施設へ入所することを目的として転入した世帯 

    ③ 転入から１年経過し、申請を行っていない者 

    ④ 過去に本制度による町内産米の支給を受けている者 

【その他】 転入受付時に戸籍窓口にて申請書を配布しておりますが、まだ受け取ってい 

ない場合は、戸籍窓口又は商工観光 PR 課にてお受け取り下さい。 
 
＜湧水町定住促進家賃助成事業補助金＞ 
 移住定住の促進及び空家の有効活用を図ることを目的として、町外からの転入者の賃貸住

宅への入居について、12 ケ月を限度として補助金を交付します。ただし、定住促進住宅及

び中間管理住宅は、対象外となります。 

【主な要件】 ① 本町に転入し、転入から２年以内の者であること 

       ② ５年以上居住する意思があること等 

【補助内容】 ・子育て転入世帯 補助率３分の２ 上限２万円／月 

     ・上記以外の世帯 補助率２分の１ 上限１万円／月 
 
＜湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金＞ 
 移住や定住による人口増加及び地域経済の活性化を図るため、新築住宅の取得を行った方

に対し補助金を交付します。 

対象者 移住者 町内居住者 

補助額（最大額） 230 万円 100 万円 

基本額（取得額の１/２） 限度額 100 万円 限度額 50 万円 

加算額 

（内訳） 

町内建築業者が建築 

または販売した場合 

50 万円 50 万円 

町の分譲地に建築した場合 50 万円  

18 歳未満の子ども１人につき 10 万円 

（限度額 30 万円） 

 

 
【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR 課 ☎74-3111（内線 2286） 
 

現在、栗野駅構内の栗太郎館において、ＪＲ九州から委託を受けて行っている乗車券の販

売については、本年４月から定期券のみの販売を行うこととなりましたのでお知らせいたし

ます。 

なお、乗車料金については、乗車駅において乗車駅証明書を取得されるか，または車内で

整理券をお取りいただき，降車駅でお支払いください。 

 

 

移住定住支援制度の申請                         （商工観光PR課） 

栗野駅における乗車券販売業務の変更                （商工観光 PR 課） 
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町内の景観及び住環境の向上並びに空家・空地の有効活用を図るため、危険空家（特定空

家）の解体及び撤去に係る経費の一部を対象に湧水町危険空家解体撤去工事補助金を交付し

ます。 
 
【対象空家】 ※次の全ての条件に該当するものとします。 

① 住宅の不良度に係る評点数が町の基準値を超えていること。 

② 湧水町空家対策協議会で危険空家（特定空家）に認定されていること。 

③ 町内の物件であること。 

④ 公共事業の補償となっていないこと。 

⑤ 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと。 

⑥ 火災及びその他の災害を原因として危険空家となっていないこと。 

⑦ 補助金の交付決定時点において、補助対象建築物の解体撤去工事に着手していない 

こと。 

【対象工事及び対象経費】 
① 町内の解体撤去業者に依頼する工事であって、補助対象工事に要する経費が 30 万円 

以上であるものとする。 

② 解体撤去工事に要する費用は、総工事費から建物の解体撤去に要しない費用（家財 

道具、機械、電化製品、車輛等の移転又は処分費等）を除いた額 

【補助金額】 補助対象工事に要する経費の２分の１以内とし、50 万円を上限とする。 

【申込期限】 ６月 30 日（火）まで 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR 課 ☎74-3111（内線 2285） 

 

県文化振興財団では、次のとおり霧島アートの森に勤務するアートスタッフ（臨時職員）

を募集しています。 
 
【職  種】 （契約）事務補助員 

【応募資格】 （１）高等学校卒業程度の学力を有する者 

        （２）普通自動車免許を有する者 

【採用人数】 １名 

【勤務内容】 （１）勤務時間：８：30～17：00 

        （２）休  暇：週休２日制（土日･祝日の勤務有り） 

（３）業務内容：入園者受付・作品監視・業務補助等 

（４）勤 務 地：霧島アートの森 

【雇用期間】 令和８年５月１日～令和９年３月 31 日（契約更新の可能性有） 

       ※３か月間の試用期間有り 

【賃  金】 日額：8,325 円（翌月７日払い）、通勤手当有 

【保険制度】 雇用保険、社会保険制度有 

【申込方法】 お問い合わせください。 

【申込締切】 ４月 24 日（金） 

【問合せ先】 公益財団法人鹿児島県文化振興財団 霧島アートの森 

       〒899-6201 湧水町木場 6340 番地 220 ☎74-5945（跡上） 

 

 

 

 

 

 

湧水町危険空家解体撤去工事補助金の申請            （商工観光 PR 課） 

霧島アートの森 アートスタッフ（臨時職員）の募集         （商工観光 PR 課） 

今月は 軽自動車税（種別割）の納入月ですので， 

                 納入をよろしくお願いします。 

              納期限 ４月３０日（木） 
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標記大会が次のとおり開催されますので、参加希望者はお申し込みください。 
 
【主催・主管】 湧水町スポーツ協会・湧水町ゴルフ協会 

【大 会 期 日】 ６月７日（日） 

【大 会 会 場】 かごしま空港 36 カントリークラブ（横川コース） 

【参 加 資 格】 湧水町民及び湧水町内に勤務する者 

【参 加 料】 11,580 円（プレー料金・食事代） 1,500 円（会費） 

        ※本大会については、個人戦のみ行います。 

【参 加 申 込】 ５月 22 日（金）までに吉松庁舎２階生涯学習課又は栗野中央公民館へ 

お申し込みください。定員は 40 名とします。 

【受   付】 ７：30～ 

【開 会 式】 ８：10～ 

【ス タ ー ト】 ８：28～ 

【問 合 せ 先】 湧水町ゴルフ協会事務局 ☎090-7451-7619（事務局 牧野 広志） 

 

町内在住の女性同士が交流を深め、情報交換の機会を得て、よりよい家庭づくりや地域づ

くりに繋げることを目的として、「令和８年度第１回湧水町女性団体交流会」を開催します。

今回は、かごしま県民大学中央センターの「生涯学習県民大学講座」を活用した内容により

実施します。ご近所お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。 
 
【開催日時】 ５月 23 日（土） ９：30～11：20（受付９：00～） 

【開催場所】 栗野中央公民館 

【内  容】 演題：「健康寿命を延ばす！楽しい運動講座」 

講師：鹿屋体育大学 教授 中垣内 真樹 氏 

【参加条件】 町内にお住まいの女性もしくは勤務する女性 

【参 加 料】 無料 

【持 ち 物】 上履き（体育館シューズ等）・飲み物・筆記用具 

【そ の 他】 動きやすい服装でお越しください。 

【申込期限】 ５月 15 日（金）まで 

【申込・問合せ先】 吉松庁舎 教育委員会 生涯学習課 ☎75-2142（内線 3216） 

          栗野中央公民館 ☎74-4313 

 

姶良地区歯科医師会口腔保健センターでは、休日、急に歯が痛んだり、腫れたり、口の中

の思わぬ外傷などの応急治療を行っています。令和８年５月 10 日（日）以降は診療時間が

次のとおり変更となります。受診される際はマイナ保険証等を忘れずにご持参ください。あ

くまでも歯科救急診療であり、通常の治療は受けられませんので、ご理解をお願いします。  
 

 令和８年５月６日（水）まで 令和８年５月 10 日（日）から 

診療時間 ９：00～15：00 9：00～13：00 

受付時間 14：30 まで 12：30 まで 

診療日 日曜・祝日・８月 13 日～15 日・12 月 30 日～１月３日 
 
【問合せ先】 〒899-6404 霧島市溝辺町麓 872 番地２ 

姶良地区歯科医師会口腔保健センター ☎0995-58-4388 

第１８回湧水町町民ゴルフ大会の開催                     （生涯学習課） 

令和８年度第１回湧水町女性団体交流会～生涯学習県民大学講座～    （生涯学習課） 

休日救急歯科診療の診療時間変更               （健康増進課） 
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 犬の登録及び狂犬病予防注射を次の日程により実施しますので、生後３か月以上の犬は必

ず登録し、年に１回の予防注射を受けてください。 

※犬の所有者は、犬の登録と年１回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。 
 
【料  金】 予防注射料：3,400 円  登録手数料：3,000 円 

【持参するもの】 狂犬病予防注射通知書（別途通知） 

【注意事項】 ●注射会場には、確実に犬を保定（体を固定）できる方が連れてきてくだ 

        さい。 

       ●犬が死亡している場合は、連絡してください。 

       ●最寄りの会場での接種が難しい方は、日程表を参考に都合のつく日程会 

場に通知書を持参し、狂犬病予防注射を受けてください。 

【問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2151） 

【日 程 表】 

吉松地域 

 時 間 実施場所 時 間 実施場所 

５ 

月 

13 

日 

（水） 

8:40～8:50 鶴丸墓地公園前 10:25～10:30 竹中池駐車場 

8:55～9:00 鶴丸温泉前 10:35～10:40 川添簡易郵便局前 

9:05～9:10 
城山線交差点 

（旧原口公民館前） 
10:45～10:50 下川添集出荷所前 

9:15～9:20 旧スカラー工場前 10:55～11:00 ㈱タテノ交差点 

9:25～9:30 麓入口交差点 11:05～11:10 永山地区集会所前 

9:40～9:45 
上中津川地区 

ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設前 
11:15～11:20 松山公民館前 

9:50～9:55 秋葉神社前 11:25～11:30 陣前公民館前 

10:05～10:10 古川公民館前 11:35～11:40 堀ノ原公民館前 

10:15～10:20 池田公民館前   

５ 

月 

14 

日 

（木） 

8:40～8:45 市原の庚申塔前 10:10～10:15 
山下地区 

可燃ごみ収集所前 

8:50～8:55 ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ前 10:20～10:25 岡田建設前 

9:00～9:05 四ツ枝前公民館前 10:35～10:40 つつはの園入口先 

9:10～9:15 
加治屋地区 

集会所前 
10:45～10:50 

般若寺地区 

生活改善センター前 

9:30～9:35 魚野公民館前 10:55～11:00 般若寺温泉前 

9:50～9:55 吉松中央公民館前 11:10～11:30 
役場吉松庁舎 

西側駐輪場前 

10:00～10:05 中野寿霊園前   

 
 

令和８年度犬の登録及び狂犬病予防注射           （住民税務課） 
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栗野地域 

 時 間 実施場所 時 間 実施場所 

５ 

月 

20 

日 

（水） 

 

8:30～8:50 北方消防詰所 10:20～10:25 植村公民館前 

8:55～9:05 新園商店前 10:35～10:40 竹迫集会所前 

9:10～9:20 田尾原集落ｾﾝﾀｰ前 10:45～10:50 幸田消防詰所前 

9:30～9:35 稲葉崎公民館前 10:55～11:00 大牟礼西公民館前 

9:40～9:45 広田公民館前 11:10～11:15 
幸田頭三文字 

（幸田頭バス停前） 

9:50～9:55 二渡公民館前 11:25～11:35 川南西公民館前 

10:00～10:05 御前野三文字 11:40～11:45 幸田南公民館前 

10:10～10:15 松永商店前   

５ 

月 

21 

日 

（木） 

8:30～8:40 坂元公民館前 10:15～10:20 霧島アート牧場前 

8:50～8:55 会田公民館前 10:30～10:40 
長谷地区 

林業集会ｾﾝﾀｰ前 

9:05～9:10 馬場迫公民館前 10:45～10:55 神応寺商店前 

9:20～9:25 
上場地区 

農業構造改善ｾﾝﾀｰ前 
11:00～11:05 心光寺前 

9:30～9:35 
上小城共同墓地前 

（佃地区） 
11:10～11:15 

鹿児島森林管理署 

栗野事務所前駐車場 

9:45～9:50 老谷公民館前 11:20～11:30 農協前町駐車場 

10:00～10:05 竹田ごみ収集所 11:35～11:45 
役場栗野庁舎 

西側車庫前 
  

 湧水町では生活排水対策のため、合併浄化槽設置費用の一部を補助しています。 
 
【申請期間】 ４月 15 日（水）より 

【申請窓口】 栗野庁舎 住民税務課 環境衛生係 

【対象区分】 ・新設   ・汲み取りからの転換   ・単独浄化槽からの転換 

【補助金額】 ・５人槽 本体額 332,000 円  ・７人槽 本体額 414,000 円  

・10 人槽 本体額 548,000 円  ・宅内配管工事 300,000 円（上限） 

       ・単独処理浄化槽撤去 90,000 円（上限） 

【申請のポイント】 ・工事着工前に申請が必要です。 

・交付決定後に工事開始 

・予算の範囲内で先着順（上限に達し次第終了） 

【対象要件】 ・町内の住宅に設置する方 

・町税等の滞納がない方 

【お 願 い】 合併浄化槽は、河川や地下水の水質保全に役立ちます。 

       きれいな水環境を守るため、皆様のご協力をお願いします。 

合併浄化槽設置補助金の申請受付                （住民税務課） 
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 マイナンバーカードに関する休日窓口を次のとおり開設します。 

※事前予約制により対応します。予約が１件もない場合は、開設は行いません。 

必ず５月 22 日（金）の 15：00 までに予約をお願いします。 
 
【開設日時・場所】 ５月 24 日（日） ８：30～12：00 

〇吉松庁舎 地域総務課 

※栗野庁舎（住民税務課）の開設は６月 14 日（日）になります。 

【対象となる手続き】 ＊マイナンバーカードの申請・交付 

          ＊マイナンバーカードの電子証明書の更新・再発行 

          ＊マイナンバーカードの暗証番号の再設定 

          ※その他の手続きに関しましては、お問い合わせください。 

【持参するもの】 

 ●マイナンバーカードの申請・交付の方 

  ・本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付きのもの１点、 

   または資格確認書、子ども医療受給者証等顔写真のないもの２点） 

 ●マイナンバーカードの交付の方  

・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書（はがき） 

  ・マイナンバーカード・通知カード、個人番号通知書（お持ちの方） 

※紛失されている場合は、お申し出ください。 

 ●マイナンバーカードの電子証明書の更新・再発行、暗証番号の再設定の方 

・マイナンバーカード 

  ・暗証番号の控え（電子証明書の更新・発行の方） 

  ※暗証番号が分からない場合は、再設定から行います。 

【予約・問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2153） 

 

本町では、まちづくりに寄与する人材の育成を目的に助成事業を行っています。助成を希

望される方は、次の事項をご確認のうえお申し込みください。 
 
【対 象 研 修】 ① 産業経済及び教育文化の振興のための研修等 

② 社会福祉及び生活環境の充実のための研修等 

        ③ 青少年の研修、交流事業等 

【助成対象者】 町内に住所を有する方及びその子 

【助 成 額】 研修に必要な経費、滞在費及び研究費に対し、次の範囲内で決定する。 

        必要経費の６割以内を原則として、１人当たり 30 万円を限度とする。 

        ※ただし、自主研修分については、研修先までの往復航空運賃のみを助成 

する。 

【申請の流れ】 

  助成金申込 → 審査 → 決定 → 研修 → 報告書提出 → 確定 

  ※研修に参加する前（研修の１ヶ月前まで）に申請する必要があります。 

  ※詳細については、お問い合わせください。 

【問合せ先】 栗野庁舎 企画財政課 ☎74-3111（内線 2262） 

 

 

 

マイナンバーカード申請等の『休日窓口開設』          （住民税務課） 

湧水町人材育成事業助成金                  （企画財政課） 
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町ゆかりの木彫作家・黒蕨壮氏（平櫛田中賞受賞）と、工芸人形作家・堀之内千恵子氏の

作品展を開催します。繊細で力強い、芸術の魅力に触れるひとときをぜひ会場でお楽しみく

ださい。 
 
【開 催 日】 ５月 23 日（土）～６月７日（日） 

【時  間】 ８：30～17：00 

【場  所】 いきいきセンターくりの郷 町民ホール 

【観 覧 料】 無料 

【問合せ先】 栗野庁舎 企画財政課 ☎74-3111（内線 2262） 

 

高齢者等で交通手段に不便を感じている方への移動支援として、タクシー利用券による助

成制度を実施しています。希望される方は、お申込みください。 
 
【助成対象者】 湧水町在住で、住民登録があり町税等の滞納のない人で次のいずれかに 

該当する方 

① 65 歳以上の方 

② 上記以外の運転免許証返納者や病気等の理由で町長が特に認める方 

【助 成 額】 タクシー利用料金の約７割 

ただし、助成額の上限は１回の乗車につき 2,000 円 

【交付限度枚数】 タクシー利用券は、年度間 72 枚を限度に申請月に応じて交付 

令和５年４月からの運転免許証返納者へは、年度間 24 枚を限度に申請月 

に応じて追加して交付（優遇期間２年度） 

【利用可能区間】 湧水町内（町外からの移動や町外への移動には利用できません。） 

【申 込 先】 栗野庁舎 企画財政課 または 吉松庁舎 地域総務課 

【問 合 せ 先】 栗野庁舎 企画財政課 ☎74-3111（内線 2262） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄贈作品展の開催                      （企画財政課） 

タクシー利用券による助成制度               （企画財政課） 

 

★旬報ゆうすい発行回数の変更について★ 
 LINE や防災無線、HP 等の連携による情報発信強化や事務作業効率化を踏まえて、 

令和８年度から旬報ゆうすい発行回数が月２回から月１回に変更になります。 

【変更前】 毎月１日（４月・１月を除く）・１５日 
【変更後】 毎月１５日のみ 
      ※月・土日祝日の場合は翌平日になります。 
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